
 

２０１０年１２月２４日 

報道関係者各位 

国立大学法人電気通信大学 

 

「“UEC WOMAN”修学支援特別奨学金」を創設！ 

＝平成２３年度学部入学の女子学生に給付型奨学金と授業料を免除＝ 

 

理工系分野に強い興味と探究心のある女子学生を応援する電気通信大学では、平成２３

年度学部に入学する女子学生を対象に、返還する必要のない給付型奨学金（１００万円）

と授業料免除（最大４年間）による新たな奨学金制度を創設しました。 

 

■２０１８年に創立１００周年を迎える本学は、『Unique & Exciting Campus』を

合言葉に、男女を問わず学生や研究者が集い、伸び伸びと研究し、そこからユニークな

発想が生まれる環境の整備をビジョンに掲げています。 

■理工系を志望する女子学生がまだまだ数少ないなか（本学でも全体の約９％）本学では、

本学を卒業、修了して活躍する女性を「“UEC WOMAN”」と呼び、応援しています。

平成２２年度に女子寮を新たに整備するなど、女性が過ごしやすいキャンパスづくりも

進めています。 

■今回の奨学金は、深刻化する経済不況などで本学への進学をあきらめたり迷ったりして

いる女子学生を少しでも応援することにつながればと企画したものです。 

■奨学生には、オープンキャンパスや高校訪問などで、理系を志望したいと考えている女

子受験生のサポーターとして本学の魅力や楽しいキャンパスライフを紹介するなど、大

学広報に積極的に参加・協力してもらう予定です。 

 

■奨学金制度の概要（詳しくは別添資料） 

＜採用人数＞ 女子学生５名以内 

＜奨学金給付額＞ 入学時５０万円、２年目５０万円を一括給付 

＜授業料免除＞ 年額５４万円免除（最大４年間で２１６万円免除） 

＜給付条件＞ 大学の教育・広報活動への参加・協力 

 

本件問合せ先: 

電気通信大学副学長（学生支援担当） 阿部 浩二 

電話：０４２―４４３－５４６９ 

 



 

＜別添資料＞ 

平成２３年度”UEC WOMAN”修学支援特別奨学金募集要項 

 

（１）奨学金の目的 

本学への入学を希望し、理工系分野に強い興味と探究心を持ち、学習意欲あふれ

る女子学生に、入学後の修学に必要な経済的支援を行うことを目的とします。 

 

（２）奨学金及びその他の修学支援の内容 

１．奨学金 

①支給額 

１年目 ５０万円 

２年目 ５０万円 

②支給方法等 

一括支給。奨学金は返還を要しないものとします。 

ただし、２年目については学業成績等による判定があります。 

 

２．授業料免除 

入学後、改めて授業料免除の申請が必要となりますが、本奨学金受給者として

決定された場合は、卒業までの４年間の授業料の全額を免除します。 

ただし、２年目以降の継続については学業成績等による判定があります。 

※入学手続き時に授業料免除の仮申請を必ず行ってください。 

 

（３）採用者数 

女子学生５名以内 

 

（４）申請資格 

次のいずれにも該当する者 

①平成２３年度一般入学試験を受験し、合格後、本学に入学する者 

②高等学校又は中等教育学校を卒業した者、あるいは平成２３年３月に卒業見込

みの者 

③学業成績・人物ともに優秀で、本学での修学に経済的支援が必要と認められる

者 

④入学後、本学の教育活動・広報活動等に協力し、本学の発展に貢献する意欲の

ある者（協力を依頼する具体的活動については採用時に相談し決定します） 

 



 

（５）申請書類 

①”UEC WOMAN”修学支援特別奨学金申請書（様式１） 

〔顔写真（３．５×３．５）１枚貼付〕 

②エッセイ「電気通信大学で学びたいこと、チャレンジしたいこと」（様式２） 

〔１，２００字程度。ワープロ不可〕 

③収入に関する証明書 

家計支持者の所得証明書（父母がいる場合は、両方の所得証明書の原本） 

 

（６）申請方法・期間 

本学学生支援センター経済支援担当に持参 

申請期間は、平成２３年４月７日（木）および８日（金） 

 

（７）受給者の決定 

①書類審査 

本学での修学への意欲、学業成績、家計の状況等を総合的に審査の上、面接審査

対象者を決定します。なお、書類審査においては申請書類の他、入学試験成績を参

考とします。 

②面接審査【５月中旬（予定）】 

本学審査委員（本学教員）による面接の上、受給者を決定します。 

②選考結果【５月下旬（予定）】 

選考結果については、本人及び保護者に通知するとともに、奨学金授与式を行い

ます。 

 

（８）その他 

①提出された申請書等は、一切返却いたしません。 

②申請書、所得証明書等に記載されている個人情報は、奨学金業務に限定し利用する

ものであり、その他の目的に使用することは一切ありません。 

 


